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議案第１７号 

 

日出町行政組織条例の一部改正について 

 

日出町行政組織条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 ８ 年 ２ 月１８日 提 出 

 

                 日出町長  安  部  徹  也 

 

 

 

日出町行政組織条例の一部を改正する条例 

 

日出町行政組織条例（平成１１年日出町条例第１１号）の一部を次のように

改正する。 

第１条第３号及び第４号を次のように改める。 

(３) 政策推進課 

(４) ひと・まち・未来創生課 

第４条（見出しを含む。）中「政策企画課」を「政策推進課」に改め、同条第

３号を削り、同条第４号を同条第３号とする。 

第５条（見出しを含む。）中「まちづくり推進課」を「ひと・まち・未来創生

課」に改め、同条に次の３号を加える。 

(４) タウンプロモーションに関すること。 

(５) 移住・定住に関すること。 

(６) ふるさと納税に関すること。 

 

附  則 
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（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（日出町協働指針策定委員会条例の一部改正） 

２ 日出町協働指針策定委員会条例（平成２４年日出町条例第２号）の一部を

次のように改正する。 

第８条中「まちづくり推進課」を「ひと・まち・未来創生課」に改める。 

（日出町総合計画審議会条例の一部改正） 

３ 日出町総合計画審議会条例（平成２６年日出町条例第３８号）の一部を次

のように改正する。 

第７条中「政策企画課」を「政策推進課」に改める。 

（日出町行財政改革審議会条例の一部改正） 

４ 日出町行財政改革審議会条例（平成３０年日出町条例第３７号）の一部を

次のように改正する。 

第６条中「政策企画課」を「政策推進課」に改める。 

 

理  由 

タウンプロモーション及びふるさと納税に関する事務を移管し、全体を総括

したタウンプロモーションを推進することで関係人口の拡大と地域活性化を図

るとともに、名称についても改正をしたいので条例を提出する。 


